
 

全体会 年 2～3回 

生活支援部会 

 

就労支援部会 

年 2～3回 

権利擁護部会 

（差別解消地域支援協

議会） 

年 1～2回 

相談支援ＷＧ 

年 2～4回 

子どもＷＧ 

年 2～4回

事務局会議 

年 1～2回 

白井市地域自立支援協議会 

医療的ケア児支援のための関係機関による協議の場 

年 1～2回 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築のための 

協議の場（しろいメンタルサポートネットワーク連絡会） 

年 1～2回 

 

 

相談支援部会 

年４回程度 

就労支援部会 

年４回程度 

権利擁護部会 

（差別解消支援地域協議会） 

年１～２回 

運営会議 （全体会の事前協議・作業部会の取組の把握・協議会の運営に係る協議） 

年４回 

白井市地域自立支援協議会 

医療的ケア児支援のための関

係機関による協議の場     

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築

のための協議の場（しろいメンタルサポートネッ

トワーク連絡会） 

事務局会議（全体会や作業部会の進捗共有、事務局のあり方等）年６回 および必要時 

全体会 年３回 

（事前協議） （事前協議） 

（事前協議） 

（事前協議） 

こども部会 

年４回程度 

（事前協議） 

Ｒ７まで 

Ｒ８ 案 


